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平成２９年度第３回富里市介護保険運営協議会・ 

富里市地域包括支援センター等運営協議会会議録(要点筆記） 

   

   招集年月日 平成３０年３月２７日（火） 

招集の場所 市役所３階第３会議室 

開会・閉会 開会 平成３０年３月２７日 １３時１５分 

の 時 間 閉会 平成３０年３月２７日 １４時４５分 

  氏      名 出欠等の別 

  髙 崎 啓 子 × 

  佐々木 佳 代 ○ 

  池 原 冨貴夫 ○ 

  石 川 政 江 ○ 

◎会 長 ◎宮 川 朱 実  ○ 

  丹  さく子 ○ 

  我 妻 道 生 ○ 

  土 屋 亮 太 ○ 

  小 川 たか子 ○ 

  福 井 佐智子 ○ 

事務局 課  長  金杉章子 

 

 

  副主幹  池内 実 

 

 

  主査補  上野博子  

 

主査補  南  直志  

議 題 別紙のとおり 

 会議の経過 別紙のとおり   
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平成２９年度富里市介護保険運営協議会・富里市地域包括支援  

センター等運営協議会会議（第３回）次第  

 

 

日 時 平成３０年３月２７日（火）  

午後１時１５分から  

場 所 市役所３階第３会議室  

 

 

 

１ 開  会  

 

２ 会長あいさつ  

 

３ 議  題  

 

（１）介護保険事業の現状報告について  

 

（２）地域密着型サービス事業所の指定状況について  

 

（３）地域包括支援センターの状況報告等について  

 

（４）認知症初期集中支援チームの設置について  

 

４ そ の 他 

 

５ 閉  会  
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１ 開  会 

   

２ 会長あいさつ 

 

３ 議  題 

 

（１）介護保険事業の現状報告について 

会 長）それでは議題に入らせていただきます。（１）介護保険事業の現状報告について事

務局説明をお願いします。 

事務局）説明 

会 長）今の件について、何かご質問ありましたらお願いします。 

    よろしいですか。それでは、次にまいります。 

 

（２）地域密着型サービス事業所の指定状況について 

会 長）（２）地域密着型サービス事業所の指定状況について、事務局説明をお願いします。 

事務局）説明 

会 長）今の件について、何かご質問ありましたらお願いします。 

    よろしいですか。それでは、次にまいります。 

 

（３）地域包括支援センターの状況報告等について 

会 長）（３）地域包括支援センターの状況報告等について、事務局説明をお願いします。 

事務局）説明 

会 長）今の件について、何かご質問ありましたらお願いします。 

よろしいですか。それでは、次にまいります。 

 

（４）認知症初期集中支援チームの設置について 

会 長）（４）認知症初期集中支援チームの設置について、事務局説明をお願いします。 

事務局）説明 

会 長）今の件について、何かご質問ありましたらお願いします。 

委 員）認知症初期集中支援チームの設置目的について、改めて教えていただきたい。 

事務局）認知症の早期発見、早期対応を目的とし、認知症サポート医、看護師、社会福祉

士などの専門職が、本人や家族を訪問し、集中的な支援を行うものです。  

委 員）この業務は市直営または委託で実施するのか。 

事務局）本業務については、平成 30 年４月から、医療法人知已会に委託し、龍岡ケアセン

ター内に事務所を設置する予定です。 

委 員）職員の構成はどのようになっているのか。 

事務局）職員構成につきましては、原則として医師、看護師、社会福祉士が各１名で、合

計３名体制となります。 

委 員）事業対象者と利用方法はどのようになっているのか。 

事務局）対象者につきましては、市内在住の 40 歳以上の方で、自宅において認知症の方や

認知度の低下が疑われる方が対象となります。また、利用につきましては、電話や

窓口での相談により対応いたします。 

委 員）このチームに相談した場合、他機関に回されることはありますか。  

事務局）既に認知症の方や認知症の疑いのある方以外の場合、内容によっては、地域包括

支援センターや市役所を案内する場合があります。この場合、他機関と連携を取り

ながら、対象者を支援してまいります。 
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会 長）他にございませんか。議題につきましては以上で終了させていただきます。 

 

４ その他  

事務局）その他ですが、委員の皆様から何かございましたらお願いします。                       

    よろしいですか。それでは、以上をもちまして閉会とさせていただきます。  

 

５ 閉 会 

 

 


